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自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第165条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 
当社は、2026年 3月 10日付の会社法第 370条及び当社定款第 27条に基づく取締役会の書面決議により、会

社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式の取得に係る

事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

近時の生成ＡＩの急速な進化及び普及に伴い、当社グループを取り巻く事業環境は大きく加速度的に変化

していくことが見込まれます。当社グループはこうした状況を新たな事業機会であると捉え、生成ＡＩの浸

透を踏まえた成長戦略を推進していく方針であり、当該方針に基づく取組みを着実に進めることで、今後も

持続的な成長及び企業価値向上が実現できるものと考えています。 

この前提のもと、当社が考える本源的価値に照らせば、現在の株価水準は必ずしもその価値が十分に評価

されているとは言えない状況にあると判断しています。また、財務状況等を総合的に勘案し、株主利益及び

資本効率向上の早期実現を図る観点から、自己株式の取得を機動的に実施することとしたものです。 

さらに、今回の取得は、現在遂行中の中期経営計画(2024-2026）において重要な経営指標に掲げている

「ＲＯＥ 16％超」及び「ＥＰＳ年平均成長率 10％超」の達成に資するものと認識しています。 

なお、今回の取得には、株主還元方針である総還元性向 50％に基づく 2027 年 3 月期の自己株式取得予定

分を含んでいます。 

 

２．取得に係る事項の内容 

（１） 取得対象株式の種類 普通株式 

（２） 取 得 し 得 る 

株 式 の 総 数 

20,000,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 8.8％） 

（３） 株式の取得価額の 

総 額 
50,000,000,000円（上限） 

（４） 取 得 期 間 2026年3月11日～2026年9月30日 

（５） 取 得 方 法 東京証券取引所における市場買付 

 

３．本自己株式取得後に保有する自己株式の扱い 

当社は、自己株式について、原則として発行済株式総数の5％を上限として保有し、5％を超過する保有分

については消却することとしています。 

 

（参考）2026年2月 28日時点の自己株式の保有状況（注１） 

発行済株式総数 

（自己株式を除く） 
228,400,000株 

自己株式数 10,875,795株 

（注１）自己株式には、ＴＩＳインテックグループ従業員持株会専用信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が保有する 

  当社株式を含めていません。 

 

以  上 


